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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年７月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２５年６月２２日 １５時１５分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第３区の大黒ふ頭Ｔ－６岸壁 

 神奈川県横浜市所在の横浜大黒防波堤西灯台から真方位３１３° 

９４０ｍ付近 

（概位 北緯３５°２７.２′ 東経１３９°４１.２′） 

事故調査の経過  平成２５年６月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

自動車運搬船 GOLDEN
ゴールデン

 FAN
ファン

(パナマ共和国籍)、２７,６５０トン 

８５１１２６３（ＩＭＯ番号）、JAFETT SHIPPING INC. 

１５２.６８ｍ（Lr）×２６.８０ｍ×２３.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、８,８７９kＷ、１９８５年 

 乗組員等に関する情報 船長（バングラデシュ人民共和国籍） 男性 ５５歳 

 締約国資格受有者承認証 船長資格証明書（パナマ共和国発給） 

  交付年月日 ２０１２年１月１８日 

        （２０１６年１１月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 ２番船倉４番カーデッキの内部、積荷の中古車両８台等が焼損 

 事故の経過  本船は、船長ほか２２人が乗り組み、積荷の中古車両７６５台を積

載して平成２５年６月２２日０７時０６分ごろ京浜港横浜第３区の大

黒ふ頭Ｔ－６岸壁に着岸した。 

本船は、船首側から順に水密戸を備えた隔壁で仕切られた船倉が１

番～４番まであり、カーデッキが、１番及び４番船倉には下方から順

に５番～１０番まで、２番及び３番船倉には船底側から順に１番～１

０番まで設けられ、１０番カーデッキの上方は居住甲板となり、その

上は船橋甲板となっていた。 

本船は、０８時３０分ごろ中古車両の積荷作業を１０番カーデッキ

から開始し、順次下方の１番カーデッキまで計７７１台（積荷車両合

計１,５３６台）の積載を行い、１５時００分ごろ５番カーデッキ船

尾にあるランプウェイ（船と岸壁とを橋渡しする斜道であり、車両が

自走して積み降ろしできる荷役設備、以下「ランプ」という。）の揚
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収作業を始めた。 

 本船は、１５時０８分ごろファン付き通風口を含む全ての船倉の通

風装置を閉鎖した。 

航海士Ａ及び甲板長は、積み残した車両１台を積むこととなり、２

人の甲板員がメインデッキ（５番カーデッキ）でランプの準備を始め

た。 

右舷舷梯
てい

付近で舷門当直をしていた甲板員は、１５時１５分ごろ荷

役検数員からカーデッキで煙を発見した旨の連絡を受け、２番船倉の

４番カーデッキ（以下「本件船倉」という。）から５番カーデッキに

出て来ている煙を認めて船橋に報告した。  

本船は、１５時１６分ごろ火災警報が鳴り、航海士Ａ、甲板長、甲

板員等が、船橋からの指示により、３番船倉の４番カーデッキ及び３

番カーデッキにある消火ホースを用意した。 

航海士Ａ及び甲板長は、３番船倉の４番カーデッキから２番船倉へ

の水密ドアを少し開けて火災の発生場所を確かめようとしたものの、

充満している煙及び火炎を認めてすぐに水密ドアを閉め、船橋に火災

の状況を報告した。 

 乗組員は、１５時２７分ごろ、ＥＨＱ（緊急対策室）で点呼を行

い、全員の無事が確認され、船長が、火災が発生したことを海上保安

部へ通報して消火の援助を要請した。 

 乗組員は、１５時２８分ごろ、非常消火ポンプを準備し、隔壁の冷

却のため、４番船倉の５番カーデッキにある消火ホースを準備した。 

本船では、１番消火区画（２番船倉の１～４番カーデッキ）への炭

酸ガス（以下「ＣＯ２」という。）の放出による消火の準備が行われ、

１５時４２分ごろ～１５時５５分ごろの間、ＣＯ２が放出された。 

救援の１１台の消防車及び消防士は、１５時５９分ごろ本船係留岸

壁へ到着した。 

海上保安部の消防艇は、１６時００分ごろ到着し、本件船倉付近の

左舷外板への冷却放水の準備、監視等を実施した。 

 本船では、１６時０１分ごろ、右舷外板の火災場所付近の温度計測

が行われ、約３７℃であった。 

 全ての乗組員は、下船して岸壁で待機し、消防士４人が、１６時１

３分ごろ～１６時１８分ごろの間、船内に入って火災現場を調査し

た。 

 本船では、１６時４５分ごろ～１６時５３分ごろの間及び１８時０

４分ごろ～２０時００分ごろまでの間、１番消火区画へのＣＯ２の放

出が行われた。 

 消防士５人は、２０時０４分ごろ酸素及びＣＯ２の濃度を計測する

ため、ランプから３番船倉の４番カーデッキに入った。 

 本船は、２０時２５分ごろ全乗組員が船内に入り、２１時３５分ご
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ろ２番船倉の通風口が開放され、２２時２５分ごろ各船倉の通風ファ

ンを始動し、照明が点灯された。 

 本船では、消防士により、２３時３１分ごろ～２３時５０分ごろま

で、３番船倉の４番カーデッキの酸素及びＣＯ２の濃度が計測され、

２３日０４時００分ごろから１番消火区画の強制排気が、０７時００

分ごろから同区画の開放作業がそれぞれ実施され、０８時４８分ごろ

消防士及び海上保安部職員によって鎮火が確認された。 

（写真１ 右舷船首、写真２ 船尾、写真３ 本件船倉右舷船首側、

写真４ 本件船倉右舷船尾側 参照） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 本船は、中央火災警報盤が船橋に設置され、火災警報ベルが、各船

倉区画、居住区及び共用区画に設置され、居住区画には通路にあり、

全乗組員は、居住区画の火災警報が鳴った際は、ＥＨＱに集まること

となっていた。 

本船は、消火設備とし、消火ポンプ１台、雑用ポンプ１台、持ち運

び式消火器計１６０本、ＣＯ２消火設備のＣＯ２タンク１個（容量約

１７.５ｔ）等が備えられていた。 

乗組員は、本事故当時、航海士Ａ及び甲板長がランプ、船長及び航

海士Ａが船橋、甲板員１人が右舷舷梯昇降口、機関長等が機関室等に

配置され、航海士Ｂ及び甲板員３人が岸壁から積み込まれる車の乗り

入れの指示及び見習航海士１人がパイロットの迎えに当たっていた。 

本船は、本停泊中、溶接作業等を行っていなかった。 

本件船倉は、１１時５０分ごろ積荷作業が終了し、１２時１０分ご

ろ３番船倉との間の水密戸が閉められ、２番船倉の１番～４番カーデ

ッキは、積荷車両を含め、異常は認められなかった。 

本船では、１台の車両を岸壁から船内への積込みに掛かる時間が約

５分程度であり、積込み前に積荷車両のエンジンが始動されて積込み

終了時に切られていた。 

本船は、本事故後の地方事故調査官、関係機関等による調査によ

り、次のことが判明した。 

① 本件船倉では、積荷車両６台、船倉内に備え付けられていた長い

消火ノズル５本、泡式長い消火ノズル１０本、船倉の電灯８個等が

焼損していた。 

② 本件船倉の６台の焼損車両のうち、第３船倉との水密隔壁から船

首側へ５.０ｍ、船体中央線から右舷側へ１.４ｍ付近に前側を船尾

方向へ向けて積み付けられていた中古車両（トラック、以下「本件

車両」という。）は、キャビン内、運転席及びその下方のエンジン

部等の金属材料以外の部分が完全に焼失していた。 

③ 本件車両の右舷側の中古車両（トラック）は、左側前輪等が焼け
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ずに残っており、キャビン内は焼失しているものの、エンジン下方

に焼損した様相が認められなかった。 

④ 本件船倉に積み付けられたその他４台の車両は、主にライト、サ

イドミラー等が焼損していた。 

⑤ ２番船倉の５番カーデッキは、本件車両の真上となる約５ｍ四方

の甲板がすすで汚損し、中古車両２台の左側前輪のタイヤ等の一

部、船内電話等が焼損していた。 

⑥ ２番船倉の１番～３番カーデッキは、ラッシング用のデッキ穴の

ほとんどが、燃えたペンキのすすで汚損していた。 

本件車両は、関係機関等による本事故後の調査において、次の状況

が認められた。 

① 焼損した車両のうち、最も焼損が激しく、出火原因を特定するも

のは発見されなかった。 

② 電気配線は、全体に焼損が激しく、ヒューズ及びリレー類も焼け

ており、出火原因の判断材料がなかった。 

③ キャビン及び運転席は、焼損が激しく、可燃物はほとんど焼けて

いた。 

（写真５ 本件車両積付場所、写真６ 本件車両真上の天井焼損状況 

参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり（積荷） 

なし 

 本船は、京浜港横浜第３区の大黒ふ頭Ｔ－６岸壁に着岸して中古車

両の積荷作業中、本件船倉の本件車両から出火し、付近の車両、本件

船倉に敷設された電気配線、照明器具等へ延焼したものと考えられ

る。 

本件車両は、キャビン、エンジン部分等の焼損が激しいことから、

出火した状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、京浜港横浜第３区の大黒ふ頭Ｔ－６岸壁に着岸

して中古車両の積荷作業中、本件船倉の本件車両から出火したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等による被害の軽減に役立つ事項として、次のこと

が考えられる。 

・ＣＯ２の消火設備を備えている船舶は、火災発生の際には、乗組

員等の安全を確認し、できる限り、早期にＣＯ２の放出による消

火を実施することが望ましい。 
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写真１ 右舷船首               写真２ 船尾 

   

 写真３ 本件船倉右舷船首側        写真４ 本件船倉右舷船尾側 

  

写真５ 本件車両積付場所          写真６ 本件車両真上の天井焼損状況 

  

  

ランプ 

焼損電線 

水密戸入口 

デッキ穴 


